
  総  ‐ １    

令和５年２月１０日 

教 育 委 員 会 資 料  

 

 

 

意見の聴取について（臨時代理） 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づく意見の聴取について、東京

都板橋区教育委員会の権限委任に関する規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に

代理処理し、区長原案に同意したことを報告する。 

  

 

記 

 

 

１ 臨時代理の件名 

  意見の聴取について 

 

２ 内容 

  別紙のとおり 

 

３ 決定日 

  令和５年２月６日 

 

 



４板総総第５６１号 

令和５年２月２日 

板橋区教育委員会 

 教育長 中川 修一 様 

 

板 橋 区 長 

坂 本  健 

（公印省略） 

 

意見の聴取について 

 

 令和５年第１回東京都板橋区議会定例会に提出する下記案件について、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、貴委員会の意

見を求めます。 

記 

 

 

１ 令和５年度東京都板橋区一般会計予算 

２ 令和４年度東京都板橋区一般会計補正予算（第６号） 

３ 東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

４ 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

５ 東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

６ 東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例の一部を改正する条例 

 



令 和 ５ 年 度 

 

 

東 京 都 板 橋 区 予 算 
 

 

一 般 会 計 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 

東武東上線連続立体化事業特別会計 

 

 

 

 

 

東 京 都 板 橋 区 
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東武東上線連続立体化事業特別会計 

 

 

 

 

 



 



議案第１号 

 

令和５年度東京都板橋区一般会計予算 

 

 

令和５年度東京都板橋区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 237,250,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

(債務負担行為) 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、 

 期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

(特別区債) 

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の 

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 特別区債」による。 

(一時借入金) 

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 10,000,000 千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第５条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（1） 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ 

  た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

 

令和５年２月１４日提出 

 

  

                          東 京 都 板 橋 区 長 

                             坂  本  健 
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第１表
歳　入　歳　出　予　算

歳　入

千円

款 項 金　　額

1 特別区税 50,605,902

特別区民税 46,611,4261

軽自動車税 301,0852

特別区たばこ税 3,692,7353

入湯税 6564

2 地方譲与税 825,120

地方揮発油譲与税 190,0001

自動車重量譲与税 574,0002

森林環境譲与税 61,1203

3 利子割交付金 167,000

利子割交付金 167,0001

4 配当割交付金 862,000

配当割交付金 862,0001

5 株式等譲渡所得割交付金 832,000

株式等譲渡所得割交付金 832,0001

6 地方消費税交付金 13,020,000

地方消費税交付金 13,020,0001

7 ゴルフ場利用税交付金 5,000

ゴルフ場利用税交付金 5,0001

8 環境性能割交付金 230,000
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 千円

款 項 金　　額

環境性能割交付金 230,0001

9 地方特例交付金 434,000

地方特例交付金 434,0001

10 特別区交付金 76,200,000

特別区財政調整交付金 76,200,0001

11 交通安全対策特別交付金 53,000

交通安全対策特別交付金 53,0001

12 分担金及び負担金 2,775,459

負担金 2,775,4591

13 使用料及び手数料 5,077,882

使用料 4,189,1311

手数料 888,7512

14 国庫支出金 56,471,828

国庫負担金 48,642,0261

国庫補助金 7,814,2132

国庫委託金 15,5893

15 都支出金 21,866,091

都負担金 10,807,9891

都補助金 9,605,3972

都委託金 1,452,7053
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千円

款 項 金　　額

16 財産収入 240,616

財産運用収入 239,8311

財産売払収入 7852

17 寄附金 23,395

寄附金 23,3951

18 繰入金 1,434,528

繰入金 1,434,5281

19 繰越金 2,000,000

繰越金 2,000,0001

20 諸収入 3,049,179

延滞金加算金及び過料 80,0571

特別区預金利子 1422

貸付金元利収入 108,2383

受託事業収入 638,9424

収益事業収入 600,0005

雑入 1,621,8006

21 特別区債 1,077,000

特別区債 1,077,0001

237,250,000歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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款 項 金　　額

 千円

歳　出

931,440議会費1

1 931,440議会費

19,833,399総務費2

1 4,328,452政策経営費

2 6,586,148総務管理費

3 1,479,215徴税費

4 6,849,425区民文化費

5 449,151選挙費

6 141,008監査委員費

136,935,725福祉費3

1 31,849,949社会福祉費

2 17,613,457高齢福祉費

3 52,381,194児童福祉費

4 35,091,125生活保護費

11,751,291衛生費4

1 11,751,291保健所費

9,620,628資源環境費5

1 782,981環境管理費

2 2,383,746資源管理費

3 6,453,901収集処分費
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款 項 金　　額

 千円

3,286,961産業経済費6

1 3,125,059産業振興費

2 161,902農業費

21,530,192土木費7

1 1,785,346土木管理費

2 4,054,840道路河川費

3 2,971,089緑化対策費

4 12,718,917都市整備費

29,759,576教育費8

1 4,661,851教育総務費

2 11,062,815小学校費

3 5,191,974中学校費

4 3,095,162幼稚園費

5 5,747,774社会教育費

2,922,583公債費9

1 2,922,583公債費

378,205諸支出金10

1 22,463財政調整基金積立金

2 306,383減債基金積立金

3 13,405公共施設等整備基金積立金
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款 項 金　　額

 千円

4 23,422いたばし応援基金積立金

5 12,532森林環境譲与税基金積立金

237,250,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

300,000予備費11

1 300,000予備費
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板 橋 区 土 地 開 発 公 社 の
事 業 資 金 借 入 に 伴 う 金 融 機 関 令和６年度 ～ 令和１０年度
に 対 す る 債 務 保 証

令和６年度 ～ 令和１０年度

産 業 融 資 に 伴 う 利 子 補 給 令和６年度 ～ 令和１０年度

令和６年度 ～ 令和９年度

令和６年度 ～ 令和９年度

令和６年度 ～ 令和９年度

令和６年度 ～ 令和９年度

令和６年度 ～ 令和７年度 120,000 千円

24,000 千円

40,964 千円

1,344,374 千円

36,490 千円

令和６年度 ～ 令和７年度 429,789 千円

84,345 千円

190,210 千円

管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、
予 算 計 上 す る 額

赤 塚 小 学 校 長 寿 命 化 改 修 設 計 令和６年度

志村第六小学校長寿命化改修工事 令和６年度

東京都が実施するベビーシッター
利 用 支 援 事 業 に 対 す る 負 担 金

東 京 都 、 公 益 社 団 法 人 全 国
令和６年度 保 育 サ ー ビ ス 協 会 及 び

グ リ ー ン ホ ー ル 運 営
板 橋 区 が 毎 年 度 指 定
管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、
予 算 計 上 す る 額

図 書 館 運 営
（赤塚・清水・蓮根・氷川・高島平・
東板橋・小茂根・西台・志村・成増）

板 橋 区 が 毎 年 度 指 定
管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、
予 算 計 上 す る 額

自 転 車 駐 車 場 運 営
（ 東 上 線 及 び 志 村 エ リ ア ）

板 橋 区 が 毎 年 度 指 定

上 板 橋 第 一 中 学 校
校 舎 解 体 工 事

令和６年度

三 園 二 丁 目 仮 排 水 機 所 改 修 工 事 令和６年度

志村第六小学校長寿命化改修工事
工 事 監 理 業 務 委 託

令和６年度

上 板 橋 第 三 中 学 校
維 持 改 修 工 事

高 島 第 二 中 学 校
外 壁 改 修 ・ 屋 上 防 水 工 事

令和６年度

板 橋 区 と の 協 定 に 定 め る 負 担 額

新 河 岸 陸 上 競 技 場
連 絡 通 路 整 備 工 事

板 橋 区 土 地 開 発 公 社 か ら の
用 地 取 得 費

令 和 ５ 年 度 用 地 取 得 費

金 融 機 関 が 貸 付 し た
元 金 残 高 の ５ ％ 以 内
の 利 子 補 給 相 当 額

文 化 会 館 運 営
板 橋 区 が 毎 年 度 指 定
管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、
予 算 計 上 す る 額

第　２　表
債     　   務   　     負  　      担 　       行  　      為

事 項 期 間 限 度 額

令 和 ５ 年 度 事 業 資 金 １ ０ 億 円
及 び 利 子 相 当 額

- 10 -



千円

る。

。

　ただし、融通

。

行のものがある

場合には、翌年

合 計 1,077,000

度において繰越

発行できる。

義 務 教 育 施 設 整 備 387,000

算した金額を限

度額とする。

なお、当該年

度において未発

に必要な金額を 直し後の利率） し、繰上償還す

左欄限度額に加 ることもある

条件または財政

の発行価格差減 行った後にお の都合により償

額を埋めるため いては、当該見 還年限を短縮

発行価格が額面 団体金融機構 償還する

区 営 住 宅 改 築 84,000

金額を下回ると 資金について、 ただし、融通

きは、それぞれ 利率の見直しを

証券発行の り入れる政府資 に元利均等その

場合において 金及び地方公共 他の方法により

道 路 整 備 606,000

普通貸借また 5.0％以内 起債のときよ

は証券発行によ （ただし、利率 り据置期間を含

見直し方式で借 めて 30年以内

第　３　表
特　　　　　別　　　　　区　　　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
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議案第２号 

 

令和５年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

令和５年度東京都板橋区の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 55,830,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

(一時借入金) 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 100,000 千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の各項に計上された予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

  

 

 

令和５年２月１４日提出 

 

  

                          東 京 都 板 橋 区 長 

                             坂  本  健 
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第１表
歳　入　歳　出　予　算

歳　入

千円

款 項 金　　額

1 国民健康保険料 12,694,927

国民健康保険料 12,694,9271

2 一部負担金 2

一部負担金 21

3 使用料及び手数料 146

手数料 1461

4 国庫支出金 1

国庫補助金 11

5 都支出金 35,493,497

国民健康保険補助金 35,493,4971

6 連合会支出金 1

連合会補助金 11

7 財産収入 1

財産売払収入 11

8 繰入金 6,945,900

他会計繰入金 6,945,9001

9 繰越金 600,000

繰越金 600,0001

10 諸収入 95,525

延滞金加算金及び過料 17,2211
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 千円

款 項 金　　額

55,830,000歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

預金利子 12

雑入 78,3033
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款 項 金　　額

 千円

歳　出

1,072,883総務費1

1 740,766総務管理費

2 332,117徴収費

35,311,490保険給付費2

1 30,459,254療養諸費

2 4,538,555高額療養費

3 300移送費

4 195,082出産育児一時金

5 52,500葬祭費

6 49,665結核・精神医療給付金

7 16,134傷病手当金

18,492,296国民健康保険事業費納付金3

1 13,046,787医療給付費分

2 3,886,688後期高齢者支援金等分

3 1,558,821介護納付金分

649,063保健事業費4

1 47,801保健事業費

2 601,262特定健康診査等事業費

104,268諸支出金5

1 104,268償還金及び還付加算金
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予備費

款 項 金　　額

55,830,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

 千円

200,000予備費6

1 200,000
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議案第３号 

 

令和５年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算 

 

 

令和５年度東京都板橋区の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 46,373,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

(一時借入金) 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 100,000 千円と定める。 

(歳出予算の流用) 

第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれ 

らの経費の各項の間の流用 

 

  

 

 

令和５年２月１４日提出 

 

  

                          東 京 都 板 橋 区 長 

                               坂  本  健 
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第１表
歳　入　歳　出　予　算

歳　入

千円

款 項 金　　額

1 保険料 8,950,581

介護保険料 8,950,5811

2 国庫支出金 10,802,861

国庫負担金 7,835,1941

国庫補助金 2,967,6672

3 支払基金交付金 12,231,542

支払基金交付金 12,231,5421

4 都支出金 6,722,763

都負担金 6,346,0071

都補助金 376,7562

5 財産収入 2,252

財産運用収入 2,2521

6 繰入金 7,628,577

一般会計繰入金 6,460,1691

基金繰入金 1,168,4082

7 繰越金 30,000

繰越金 30,0001

8 諸収入 4,424

延滞金加算金及び過料 21

預金利子 12
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 千円

款 項 金　　額

雑入 4,4213

46,373,000歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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款 項 金　　額

 千円

歳　出

43,634,465保険給付費1

1 41,453,677介護サービス等諸費

2 1,433,408高額介護サービス等費

3 747,380特定入所者介護サービス等費

2,546,324地域支援事業費2

費

1 介護予防・生活支援サービス事業 1,617,030

2 48,474一般介護予防事業費

3 876,880包括的支援事業等費

4 3,940その他諸費

192,211諸支出金3

1 162,211介護給付費準備基金積立金

2 30,000償還金及び還付加算金

46,373,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第４号 

 

令和５年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

令和５年度東京都板橋区の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,249,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

(一時借入金) 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 100,000 千円と定める。 

 

  

 

 

令和５年２月１４日提出 

 

  

                          東 京都板橋区長  

                             坂  本  健  
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第１表
歳　入　歳　出　予　算

歳　入

千円

款 項 金　　額

1 後期高齢者医療保険料 6,459,322

後期高齢者医療保険料 6,459,3221

2 使用料及び手数料 1

手数料 11

3 繰入金 7,303,596

繰入金 7,303,5961

4 繰越金 10,000

繰越金 10,0001

5 諸収入 476,081

延滞金加算金及び過料 21

預金利子 12

14,249,000歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

受託事業収入 454,1603

雑入 21,9184
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款 項 金　　額

 千円

歳　出

297,150保険給付費1

1 297,150葬祭費

13,336,936広域連合納付金2

1 13,336,936広域連合納付金

584,914保健事業費3

1 584,914保健事業費

20,000諸支出金4

1 20,000償還金及び還付加算金

10,000予備費5

1 10,000予備費

14,249,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第５号 

 

令和５年度東京都板橋区東武東上線連続立体化事業特別会計予算 

 

 

令和５年度東京都板橋区の東武東上線連続立体化事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 

(歳入歳出予算) 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 440,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

(債務負担行為) 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、 

 期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

  

 

 

令和５年２月１４日提出 

 

  

                          東 京 都 板 橋 区 長 

                               坂  本  健 
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第１表
歳　入　歳　出　予　算

歳　入

千円

款 項 金　　額

1 都支出金 37,346

都補助金 37,3461

2 繰入金 399,453

一般会計繰入金 399,4531

3 繰越金 1

繰越金 11

4 諸収入 3,200

受託事業収入 3,2001

440,000歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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款 項 金　　額

 千円

歳　出

費

1 連続立体化事業関連都市計画事業

440,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

440,000

1 10,229総務費

2 429,771事業費
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板 橋 区 土 地 開 発 公 社 の
事 業 資 金 借 入 に 伴 う 金 融 機 関 令和６年度 ～ 令和１０年度
に 対 す る 債 務 保 証

令和６年度 ～ 令和１０年度
板 橋 区 土 地 開 発 公 社 か ら の
用 地 取 得 費

令 和 ５ 年 度 用 地 取 得 費

第　２　表
債     　   務   　     負  　      担 　       行  　      為

事 項 期 間 限 度 額

令 和 ５ 年 度 事 業 資 金 ９ 億 円
及 び 利 子 相 当 額
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令 和 ５ 年 度 

 

 

東京都板橋区予算説明書 
 
 

一 般 会 計 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 

東武東上線連続立体化事業特別会計 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

一 般 会 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

歳    入 
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１　特　別　職

報　　酬 給　料
期末手当
年間支給
率(月分)

地域手当 通勤手当 退職手当 計

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

11,736   

(3.60)

150,034 

(3.60)

8,609     

(3.60)

11,410   

(3.50)

145,894 

(3.50)

8,370     

(3.50)

326       

(0.10)

4,140 

(0.10)

239       

(0.10)
0          0            

－         －         

336,474       18,000   

2,945     

165,674 

給 与 費 明 細 書

議 員

そ の 他 の
特 別 職

－         

－              24,540   長 等

議 員

そ の 他 の
特 別 職

計

△282          

長 等 －              

2,544    681,541       

345,067       

2          

0          

0          

46        

2,583    

2          

46        

2,496    

0          

2,945     

5,106     

2,161     

349,096       18,000   2,161     

－         

－         

42,540   

31,714    48,759         △2,706    46,053         

599,147       

370,143       365,411       4,732        

1,057,916    

597,608       

44,112         

944,026       113,890    

490,961       

5,217        

－          106,647    

494,819       

△145       

△2,319    

32,040         31,895         

1,539          

比

較

計 87        12,340         0          4,705 0          

0          

0          

87        

議 員

そ の 他 の
特 別 職

12,861         △242       12,619         12,622         

0            

－         

382,762       

1,011,863    

31,714    

－          3,858          

895,267       116,596    0            

0            

31,714    

378,272       

38,895         0            

－         

前

年

度

共 済 費 合 計区 分 職 員 数

給 与 費

42,540   170,379 5,106     

76,007         

計 2,631    693,881       

長 等 －              

344,785       

本

年

度

70,935         5,072        

104,328    

4,490        

24,540   31,714    

－          

0          

0          

0

－         

406       

406       

0

－         

406       

406       

0          
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２ 　一　般　職

（１）　総  括

△528        0                

132,365     528           185             

比 較 15,159       163,799     △3,554     17             △1,376,926  12,080       

前 年 度 74,755       702,195     126,821     4,263        2,715,734     

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 89,914       865,994     123,267     4,280        1,338,808     144,445     －             185             

13,173       10,684       322             

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当

比 較 87             20,400       73,351       159,091     776              

児 童 手 当
単 身 赴 任
手 当

管理職員特別
勤 務 手 当

前 年 度 228,182     2,732,520  3,751,092  2,878,495  128,582        438,022     185,000     13,072        

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 228,269     2,752,920  3,824,443  3,037,586  129,358        451,195     195,684     13,394        

※ （　）内は短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。）

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当 住 居 手 当
初 任 給
調 整 手 当

比 較
(136)

262,579       100,246       △912,069      △549,244     △4,050        △553,294      
12               

本 年 度
(1,654)

2,254,895     13,438,529   13,199,742     

29,442,410    5,542,782     34,985,192     
3,509           

前 年 度
(1,518)

1,992,316     13,338,283   14,111,811     

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,538,732     34,431,898     
3,521           

28,893,166    

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計
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ア　会計年度任用職員以外の職員

前 年 度

比 較

16,492       

千円 千円 千円

前 年 度

比 較

228,269     2,733,584  

87             

228,182     2,717,092  

区 分

本 年 度

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

3,339,565  

3,355,586  

管理職員特別
勤 務 手 当

児 童 手 当

13,072        431,444     185,000     

3,037,586  129,358        443,543     195,684     13,394        

10,684       322             

職 員 手 当 等 の 内 訳

単 身 赴 任
手 当

区　　　 分

前 年 度

比 較

通 勤 手 当

千円 千円

13,337,422   本 年 度

住 居 手 当

合　　　　計
計

共 済 費
給 与 費

千円

職　 員　 数
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等

人 千円 千円 千円

3,521           
－               12,698,088     

(177)
30,960,486     4,924,976     26,035,510    

26,930,021    4,901,559     

△975,086      

31,831,580     

△894,511     23,417         △871,094      
(△8)

12               

－               

－               80,575         

13,256,847   13,673,174     
(185)

3,509           

千円 千円

扶 養 手 当

千円

地 域 手 当

※ （　）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には再任用短時間勤務職員分を含む。）

千円 千円千円 千円千円

職 員 手 当 等 の 内 訳

千円 千円 千円

144,445     －             185             

区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

本 年 度

128,582        

千円

16,021       159,091     776              

千円

宿 日 直
手 当

退 職 手 当

12,099       

初 任 給
調 整 手 当

2,878,495  

特 殊 勤 務
手 当

120,675     4,280        87,090       

72,596       

14,494       163,718     

701,883     

865,601     

0                △3,513     △528        

124,188     4,263        2,715,734     185             

17             △1,376,926  

1,338,808     

132,365     528           

12,080       
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イ　会計年度任用職員

0             0                

※ （　）内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を
占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職
員分を含む。）

0             0             0                

比 較 665         81           △41        0             0             0             

前 年 度 2,159       312         2,633       0             0             

千円

本 年 度 2,824       393         2,592       0             0             0             0             0                

児 童 手 当
単 身 赴 任
手 当

管理職員特別
勤 務 手 当

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,074       0             0                

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当

比 較 0             3,908       57,330     0             0             

前 年 度 0             15,428     411,527   0             0             6,578       0             0                

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 0             19,336     468,857   0             0             7,652       0             0                

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当 住 居 手 当
初 任 給
調 整 手 当

比 較
(144)

262,579      19,671        63,017        345,267      △27,467    317,800         
0               

613,756      3,471,412      
0               

前 年 度
(1,333)

1,992,316   81,436        438,637      

本 年 度
(1,477)

2,254,895   101,107      501,654      2,857,656   

2,512,389   641,223      3,153,612      
0               

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計
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（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細

千円 千円 千円

職員数増          47,578

再任用職員数減       △19,019

新陳代謝等     △225,266

勤勉手当支給月数

の改正による増

職員数増          35,465

給与改定          20,839

昇給に伴う増         173,664

退職手当の減   △1,376,926

再任用職員数減       △10,559

新陳代謝等       △59,217

主管課実績による増         164,251

区　　　　 分 増　　減　　額 増 減 事 由 別 内 訳

職員手当等    △912,069

そ の 他 の
増 減 分

       265,137

   △196,707

        31,816
       100,246 給 与 改 定 に

伴 う 増 減 分
給　　　　 料

そ の 他 の
増 減 分

 △1,052,483

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

       140,414

昇 給 に 伴 う
増 加 分

給料表改定
（令和４年給与勧告）
令和4年4月～ 0.24％増

備 考

勤勉手当支給月数増
（令和４年給与勧告）
　　　　2.05月→2.15月

        140,414

説 明
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（３）　給料及び職員手当等の状況

ア　職員1人当たり給与

イ　初　任　給

－              

41.0

838,850          341,181          362,465          466,811          

357,417          

491,345          

462,900          267,940          

医療職（二）

44.1

427,773          

51.5 40.4 44.1

298,306          

42.9

－              

－              －              －              

大学卒程度

国 の 制 度

151,900      

高校卒程度

Ⅰ類

198,500      

185,200      

板 橋 区

一般職
154,600      

188,200      

総合職

一般職

国 の 制 度

354,871          

Ⅲ類

52.4

144,300      

3

388,516          

54.8

302,222          

152,100      

区 分 一般行政職

在

－              

39.4

医療職（三） 教 育 職

円 円

板 橋 区

年
10

在

日
現

（歳）

区　　　　　　分

平均給料
月 額

月
1

令
和

10
月
1
日
現

令
和
4
年

283,988          

354,566          

40.6

平均給与
月 額

平均年齢
（歳）

280,794          

38.9

371,795          
平均給与
月 額

平均年齢

平均給料
月 額

教 育 職

円 円 円 円 円 円

技 能 労 務 職 医 療 職 （ 一 ） 医 療 職 （ 二 ） 医 療 職 （ 三 ）一 般 行 政 職

413,960          977,008          346,262          

技能労務職

478,350          

医療職（一）

50.8

－              －              

円 円 円 円

287,727          276,628          302,829          

199,500      

－              253,600      191,500      216,000      220,100      

－              228,300      189,300      194,500      
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ウ　級別職員数

※（　）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。

※教育職の「他」は東京都教育職給料表の適用を受ける者である。

（一般行政職の級別の基準となる職務）

６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

部 長 課 長 課 長 補 佐
係 長
担 当 係 長
主 査

主 任
各 職 務 の 級 に
属 さ な い 職 務

5

4

－

5      1      5

7      

5

4

50.0  2      0.7    21     

2

74     2.4    

4 5.2    

3

2

1

6

計

5.6176   

16.8  

100   3,121 計

(2)

56     

人％

－ 4

％

4

人 ％

5

34.5    1      4

(146) (100)

3

2

4

4

32.5

1

2

14     

5      

1 48     

45     

161   

546   

(146)

1,009 

17.7  

(90.7)

32.7  

(3) (2.0)

31.2

計

(11)

3

2

3,085 100   

1,274 

(161)

41.3  

10

月

1

日

(4) (2.5)現

在 1

(100)

(6.8)

2

3 47     32.4  

計

1

32.3  1

37.0  

50.0  

100   100   計 14 

(3)

46.0  

2

100   

12     2

3

5      

構成比

25.0  

(0)

100   

(0)

26.1  

41.2  

(3) (100)

3 35     20.6  

7.1    

7.1    

7.1    

42.9  

14 

－

計

1      

1      

35.8  

(3)

(0)

(100)

33.6  

(11.1)

教 育 職

級 職員数 構成比 級 職員数

14.7  

5 －－

6      2

3

49     

(88.9)

167.7  

1      25.0  2.9    

7      

2      0.8    

1      

3      

34 計

(3)

35.3  

100   

(100)

2 12     

医 療 職 （ 三 ）

人 ％ 人

級 職員数

人

医 療 職 （ 一 ）

級 職員数 構成比構成比

技 能 労 務 職

％

医 療 職 （ 二 ）

級 職員数 構成比

1      

6      

2

7.1    

7.1    34     

4

3.9    

1      

－

26.8  

1      

1      3

(0)

(3)(100)

(3) (100)

134 100   

18.9  

－

2.7    

(100)

－

41     

(3)

17     1

2

(18) (100)

349 100   計

46     

240   68.8  

(17)

13.2  

17.2  60     

(5.6)(1)

(94.4)

1

3

区
分

3

年

4

年

10

月

1

日

現

在

令

和

令

和

3

4 0.8    

25.0  1      

3      

1 25.0  1      

一 般 行 政 職

％人

(136) (93.2)

973   

1,319 1 42.3

級 職員数 構成比

(4.8)

0.7

553   17.7

(7)

21     

79     

6

5

334 

(18)

226   

(16)

4 

(100)

100   

(3)

計 計

(0) (0)

4 100   37 計 127 

(100) (100)

35.8  1

他

7.1    

42.9  

(0)

100   

(0)

35.8  

他

計

6      
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エ　昇給

職 員 数 （Ａ） （人） 3,521         3,039         307           163           12             

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） （人） 1,069         924           92             48             5               

５号給 （人） 893           767           81             41             4               

６号給 （人） 176           157           11             7               1               

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （％） 30.4          30.4          30.0          29.4          41.7          

職 員 数 （Ａ） （人） 3,509         3,010         324           164           11             

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） （人） 1,159         991           100           61             7               

５号給 （人） 887           744           90             48             5               

６号給 （人） 272           247           10             13             2               

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （％） 33.0          32.9          30.9          37.2          63.6          

医 療 職 教 育 職

本

年

度

前

年

度

一 般
行 政 職

技 能
労 務 職

号 級 数 別 内 訳

号 級 数 別 内 訳

合 計区 分
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オ　期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分） ３月（月分）

(1.200) (1.200) (2.400)

2.275 2.275 4.550

(1.100) (1.150) (0.100) (2.350)

2.075 2.125 0.250 4.450

(1.150) (1.150) (2.300)

2.200 2.200 4.400

※（　）内は再任用職員の支給率である。

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

キ　地域手当

（人）

（ 支 給 率 ） （％）

区　　　　　　　　　　分

本 年 度

支 給 期 別 支 給 率

有

職 制 上 の 段 階 、
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置

支　給　率　計
（月分）

－

0                   

33.27075 47.709

鴨 川 市

12.0

10                 

有

－ 有

前 年 度

国 の 制 度

47.709

最 高 限 度 額
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
（ ２ ～ ２ ０ ％ 加 算 ）

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
（ ３ ～ ４ ５ ％ 加 算 ）

47.70

３５年勤続の者
（月分）

24.586875

47.70

区　　　　　　　　　　分

支 給 率 等 24.55 32.95

２０年勤続の者
（月分）

２５年勤続の者
（月分）

国 の 制 度
（ 支 給 率 等 ）

国 の 制 度

支 給 対 象 職 員 数

板 橋 区

3,511             

20.0               

20.0               

支 給 対 象 地 域

（％）支 給 率
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ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

配偶者のない場合の子のうち１人に係る特例措置

満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子

満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子

加算

28,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最高

借家・借間居住職員（家賃月額16,000円超）

勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の２分
の１の額を支給
　（ただし、加算限度額　２０，０００円）

　片道２５ｋｍ以上３５ｋｍ未満

賃貸世帯（28～32歳） 17,600円

　片道３５ｋｍ以上４０ｋｍ未満

12,900円

24,400円

　片道２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満

勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の２分
の１の額を支給
　（ただし、加算限度額　２０，０００円）

　以下６０ｋｍ以上まで、５ｋｍごとに1,800円増

3,000円

　片道１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満

　片道　５ｋｍ未満

　片道　５ｋｍ以上１０ｋｍ未満

賃貸世帯（   ～27歳） 27,000円

13,000円

　片道２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満 9,000円

　片道３５ｋｍ以上

11,000円

賃貸世帯（33歳～   ） 8,300円

　片道３０ｋｍ以上３５ｋｍ未満

15,800円

交通用具（自動車等）利用者

交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額
　（ただし、支給限度額　５５，０００円）

交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額
　（ただし、支給限度額　５５，０００円）

交通用具（自転車等）利用者（一般）

　片道　２ｋｍ以上　５ｋｍ未満 2,600円

13,000円

扶養手当

6,000円

9,000円

6,000円

配偶者

子

父母等

6,500円

6,500円

10,000円

配偶者

父母等

子

加算 5,000円

4,000円

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）               0.7

清掃業務従事手当・福祉事務所等現業手当

区 分

              0.5

            15.2             11.2             57.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ ％ ）
（ 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 ）

              2.7

板 橋 区 国 の 制 度

区 分
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

全 職 種
代 表 的 な 職 種

通勤手当

18,700円

21,600円

2,000円

4,200円

　片道６０ｋｍ以上 31,600円

5,000円

　片道１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満 7,000円

7,100円

10,000円

　片道４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満

　片道　５ｋｍ以上１０ｋｍ未満

　片道１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満

　片道１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満

住居手当

　片道２５ｋｍ以上３０ｋｍ未満

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
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板 橋 区 土 地 開 発 公 社 の 千円

1 事 業 資 金 借 入 に 伴 う 金 融 機 関 ―――

に 対 す る 債 務 保 証

2 ―――

3 産 業 融 資 に 伴 う 利 子 補 給 ―――

4 ―――

5 ―――

6 ―――

7 ―――

8 ―――

9 120,000 千円 ―――

10 24,000 千円 ―――

11 40,964 千円 ―――

12 1,344,374 千円 ―――

13 36,490 千円 ―――

14 429,789 千円 ―――

15 84,345 千円 ―――

16 190,210 千円 ―――

2,270,172 千円 ―――

債      務      負      担      行      為      調      書

事 項 限 度 額

令 和 ４ 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

期 間 金 額

令 和 ５ 年 度 事 業 資 金 １ ０ 億 円
及 び 利 子 相 当 額

――――

板 橋 区 土 地 開 発 公 社 か ら の
用 地 取 得 費

令 和 ５ 年 度 用 地 取 得 費 ――――

金 融 機 関 が 貸 付 し た

元 金 残 高 の ５ ％ 以 内 ――――

の 利 子 補 給 相 当 額

文 化 会 館 運 営

板 橋 区 が 毎 年 度 指 定

管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、 ――――

自 転 車 駐 車 場 運 営
（ 東 上 線 及 び 志 村 エ リ ア ）

板 橋 区 が 毎 年 度 指 定

管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、 ――――

予 算 計 上 す る 額

予 算 計 上 す る 額

予 算 計 上 す る 額

――――

予 算 計 上 す る 額

図 書 館 運 営
（赤塚・清水・蓮根・氷川・高島平・
東板橋・小茂根・西台・志村・成増）

板 橋 区 が 毎 年 度 指 定

管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、 ――――

東 京 都 が 実 施 す る ベ ビ ー シ ッ タ ー
利 用 支 援 事 業 に 対 す る 負 担 金

保 育 サ ー ビ ス 協 会 及 び

板 橋 区 と の 協 定 に 定 め る 負 担 額

東 京 都 、 公 益 社 団 法 人 全 国

三 園 二 丁 目 仮 排 水 機 所 改 修 工 事 ――――

新 河 岸 陸 上 競 技 場
連 絡 通 路 整 備 工 事

――――

赤 塚 小 学 校 長 寿 命 化 改 修 設 計 ――――

志村第六小学校長寿命化改修工事 ――――

志村第六小学校長寿命化改修工事
工 事 監 理 業 務 委 託

――――

上 板 橋 第 三 中 学 校
維 持 改 修 工 事

――――

グ リ ー ン ホ ー ル 運 営

板 橋 区 が 毎 年 度 指 定

管 理 者 と 協 議 し て 定 め 、 ――――

上 板 橋 第 一 中 学 校
校 舎 解 体 工 事

――――

計 ――――

高 島 第 二 中 学 校
外 壁 改 修 ・ 屋 上 防 水 工 事

――――
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千円 千円 千円 千円 千円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

120,000 60,000 0 0 60,000

24,000 0 0 24,000 0

40,964 0 0 0 40,964

1,344,374 131,474 606,000 303,000 303,900

36,490 0 0 0 36,490

429,789 0 0 0 429,789

84,345 0 0 0 84,345

190,210 51,839 0 0 138,371

2,270,172 243,313 606,000 327,000 1,093,859

支 出 予 定 額 特 定 財 源
一 般 財 源

金 額 国・都支出金 特別区債期 間

令 和 ５ 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

その他

令和６年度
～ 限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和１０年度

令和６年度
～ 限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和１０年度

令和６年度
～ 限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和１０年度

令和６年度
～

令和６年度
～

令和９年度

限 度 額 欄 に 同 じ

令和９年度

～

限 度 額 欄 に 同 じ

限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和９年度

令和６年度

限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和６年度

令和６年度
～

令和７年度

令和６年度

令和６年度

令和６年度

令和６年度
～

令和７年度

令和６年度

令和６年度

令和６年度

限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和６年度

限 度 額 欄 に 同 じ 限 度 額 欄 に 同 じ

令和９年度

～

- 331 -



令和３年度末 令和４年度末 令和５年度末

現 在 高 現在高見込額 令和５年度中 令和５年度中 現在高見込額

起債見込額 償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

1 総 務 債 6,390,885 6,016,934 0 640,508 5,376,426

2 福 祉 債 1,399,178 1,275,922 0 123,336 1,152,586

3 産業経済債 10,592 0 0 0 0

4 土 木 債 12,159,371 12,528,472 690,000 883,538 12,334,934

5 教 育 債 15,876,320 15,160,720 387,000 794,010 14,753,710

6 861,100 575,025 0 252,497 322,528

計 36,697,446 35,557,073 1,077,000 2,693,889 33,940,184

特 別 区 債 調 書

令 和 ５ 年 度 中 増 減 見 込

区 分

住 民 税 等
減税補てん債
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１　特　別　職

報　　酬 給　料
期末手当
年間支給
率(月分)

地域手当 通勤手当 退職手当 計

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－         

－         

－         

給 与 費 明 細 書

議 員

そ の 他 の
特 別 職

14         

－         

14         

－         

－         

168          

14         

長 等

議 員

そ の 他 の
特 別 職

本

年

度

前

年

度

14         

－            

－         

計

168          

－         

－         

168          －         

－         

－         －         

－         

－         

－         

－         

－         

－         

－            －         

－            －         －         

－         

0              －         －         

－         －         

－         

－         

－         

－         －         

－         

－            －         

－            

－            

－         

－         

168          

0              

168          0            

－            

0            

168          

－            

－            

168          

－          

－          

168          

－            

－            

0              

－          

0            

比

較

計 0          0              －         －         －         

－         

－          

－          

－            

－            

－         0              

長 等

そ の 他 の
特 別 職

議 員

0          

－         

－         

－         0              0            

－         

0            

－            －         －         

－         0            

－            

168          －         －         168          

－         

－         

－         －         

－         

共 済 費 合 計区 分 職 員 数

給 与 費

－         －         計

－            長 等 －            －            －          －         －         －         －         －         －         

－         

－         

－         168          168          
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２ 　一　般　職

（１）　総  括

管理職員特別
勤 務 手 当

617,579         

7,871       0

千円

0                

※ （　）内は短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。）

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当 住 居 手 当

7,636       

△235      

前 年 度 5,178       57,693     73,500     61,087     1,108       

比 較 0             24,681     0             0             0             △515      0             0                

1,895       0             0                

前 年 度 0 15,922     0 0 0 2,410       

本 年 度 0             40,603     0             0             0             

0 0

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

0                

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当 児 童 手 当
単 身 赴 任
手 当

比 較 △1,320   1,975       2,253       5,116       215         

9,588       

0             

初 任 給
調 整 手 当

本 年 度 3,858       59,668     75,753     66,203     1,108       

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,803       

比 較
(0)

－              14,291        32,170        46,461        4,965         51,426           
1               

79              

前 年 度
(0)

－              279,690      234,357      514,047      103,532      

千円

本 年 度
(0)

－              293,981      266,527      560,508      108,497      669,005         

人 千円 千円 千円 千円 千円

78              

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計
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ア　会計年度任用職員以外の職員

職 員 手 当 等 の 内 訳

3,858       59,668     07,636       

46,461        4,965         

66,203     1,108       9,803       

51,426           

千円千円 千円千円

地 域 手 当

※ （　）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には再任用短時間勤務職員分を含む。）

千円 千円

区 分 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

初 任 給
調 整 手 当

本 年 度 75,753     

扶 養 手 当

0△235      

61,087     

千円 千円

1,108       

1,975       0             

09,588       

2,253       215         

人 千円 千円 千円

1               

234,357      

千円

293,981      
(0)

669,005         
79              

－              

(0)

78              
514,047      －              

－              14,291        

区　　　 分

前 年 度

比 較

通 勤 手 当

千円 千円

職　 員　 数

本 年 度

住 居 手 当

合　　　　計
給　　　　料 職員手当等 計

共 済 費
給 与 費

560,508      

617,579         103,532      

報　　　　酬

266,527      108,497      

(0)
32,170        

279,690      

区 分

5,116       

7,871       57,693     5,178       73,500     前 年 度

比 較

休 日 給
夜 勤 手 当

単 身 赴 任
手 当

千円

管理職員特別
勤 務 手 当

児 童 手 当

△1,320   

40,603     0 0 0

15,922     

0

0

千円 千円 千円 千円

宿 日 直
手 当

退 職 手 当
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

比 較 0 24,681     0 0 0

職 員 手 当 等 の 内 訳

0

0 0 0 2,410       0 0

千円

1,895       0

0

0

千円 千円

△515      

本 年 度

前 年 度
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イ　会計年度任用職員

－           

千円 千円 千円

－              

－           －              

比 較 －           －           －           －           －           －           －           

前 年 度 －           －           －           －           －           －           

－           

千円

－           －           －              

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当 児 童 手 当
単 身 赴 任
手 当

管理職員特別
勤 務 手 当

本 年 度 －           －           －           －           －           

千円千円 千円千円

－           －              

比 較 －           －           －           －           －           －           －           －              

前 年 度 －           －           －           －           －           －           

－              

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当 住 居 手 当
初 任 給
調 整 手 当

本 年 度 －           －           －           －           －           

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

※ （　）内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を
占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職
員分を含む。）

千円

前 年 度 －              －              －              －              －              －                 

比 較 －              －              －              －              －              －                 

－              

－              

－              

千円

本 年 度 －              －              －              －              －              －                 

人 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計
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（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細

千円 千円 千円

職員数増 3,660          

新陳代謝等 4,366          

勤勉手当支給月数

の改正による増

職員数増           2,729

給与改定             439

昇給に伴う増           3,665

新陳代謝等       △2,324

主管課実績による増         24,681

備 考説 明

          2,980
勤勉手当支給月数増
（令和４年給与勧告）
　　　　2.05月→2.15月

給料表改定
（令和４年給与勧告）
令和4年4月～ 0.24％増

そ の 他 の
増 減 分

          2,980

        29,190

制 度 改 正 に
伴 う 増 減 分

          8,026

職員手当等         32,170

そ の 他 の
増 減 分

区　　　　 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

昇 給 に 伴 う
増 加 分

          5,594

給 与 改 定 に
伴 う 増 減 分

             671給　　　　 料         14,291
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（３）　給料及び職員手当等の状況

ア　職員1人当たり給与

イ　初　任　給

医　 療　 職　（三）

医　 療　 職　（三）

平 均 給 与 月 額

平 均 給 料 月 額

平 均 年 齢 （歳）

－（歳） 38.2                      

一　般　行　政　職

令和3年10月1日 平 均 給 与 月 額

平 均 給 料 月 額

現在

区 分

Ⅲ類

板 橋 区

国 の 制 度

高校卒程度

Ⅰ類
大学卒程度

国 の 制 度

板 橋 区

円

区 分 一　般　行　政　職

279,806                 

令和4年10月1日 現在

平 均 年 齢

円

－

351,463                 －

344,700                 

423,567                 

45.0                      

258,985                 

338,685                 

39.0                      

216,000                 

円 円

194,500                 

－                         

－                         

一般職 185,200      

188,200                 

総合職 198,500      

152,100                 

一般職 154,600      
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ウ　級別職員数

※（　）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。

（一般行政職の級別の基準となる職務）

1

43            

1.2           

(0) (0)

48            

14            16.5         

1              

1              

－

医　　　　 療　　　　 職　　　（三）

現 在

－

－            －

1              

23            

100          

28.1         

－

計

4

3

5

82            

(0)

－－

－

－

計

17.1         

1              

14            

(0)

2

3

2

(0)

1              

(0)

－

100.0        

100          

計

56.5         

－

52.4         

－

－            100          

(0)

24.6         

構成比

－

－

3

1

5

％

2

級 職員数

4 －

人

－

区　　　　　　　　　　　　　　分
一　　　般　　　行　　　政　　　職

人 ％

級 職員数 構成比

1              1.2           

－

令 和 4 年 10 月 1 日

2

1

6

1.2           

－            

(0)

5

41.2           －

－            －

－

1

－            

計

21            

令 和 3 年 10 月 1 日

4

5

6

現 在

85            

3

６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

－ 課 長 課 長 補 佐
係 長
担 当 係 長
主 査

主 任
各 職 務 の 級 に
属 さ な い 職 務
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エ　昇給

職 員 数 （Ａ） （人） 79                   78                   1                     

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） （人） 30                   30                   0                     

５号給 （人） 22                   22                   0                     

６号給 （人） 8                     8                     0                     

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （％） 38.0                 38.5                 0                     

職 員 数 （Ａ） （人） 78                   77                   1                     

昇 給 に 係 る 職 員 数 （Ｂ） （人） 23                   23                   0                     

５号給 （人） 20                   20                   0                     

６号給 （人） 3                     3                     0                     

比 率 （ Ｂ ） ／ （ Ａ ） （％） 29.5                 29.9                 0                     

医 療 職

本

年

度

前

年

度

一 般 行 政 職

号 級 数 別 内 訳

号 級 数 別 内 訳

合 計区 分
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オ　期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分） ３月（月分）

(1.200) (1.200) (2.400)

2.275 2.275 4.550

(1.100) (1.150) (0.100) (2.350)

2.075 2.125 0.250 4.450

(1.150) (1.150) (2.300)

2.200 2.200 4.400

※（　）内は再任用職員の支給率である。

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

キ　地域手当

（人）

（ 支 給 率 ） （％）

区　　　　　　　　　　分

本 年 度

支 給 対 象 地 域

（％）支 給 率

前 年 度

国 の 制 度

国 の 制 度
（ 支 給 率 等 ）

区　　　　　　　　　　分

支 給 率 等

支 給 期 別 支 給 率

有

職 制 上 の 段 階 、
職 務 の 級 等 に
よ る 加 算 措 置

支　給　率　計
（月分）

有

－

－ 有

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
（ ３ ～ ４ ５ ％ 加 算 ）

47.70

33.27075 47.709 47.709

47.7032.95

そ の 他 の
加 算 措 置 等

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
（ ２ ～ ２ ０ ％ 加 算 ）

最 高 限 度 額
（月分）

３５年勤続の者
（月分）

国 の 制 度

支 給 対 象 職 員 数

２０年勤続の者
（月分）

２５年勤続の者
（月分）

20.0               

20.0               

24.586875

24.55

板 橋 区

79                 
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ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

配偶者のない場合の子のうち１人に係る特例措置

満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子

満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子

加算

子

　片道６０ｋｍ以上 31,600円

27,000円

交通用具（自動車等）利用者

交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額
　（ただし、支給限度額　５５，０００円）

交通機関（電車、バス等）利用者、運賃相当額
　（ただし、支給限度額　５５，０００円）

交通用具（自転車等）利用者（一般）

　片道　２ｋｍ以上　５ｋｍ未満 2,600円

　片道２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満 9,000円

　以下６０ｋｍ以上まで、５ｋｍごとに1,800円増

　片道　５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 3,000円

24,400円

　片道２０ｋｍ以上２５ｋｍ未満

　片道２５ｋｍ以上３０ｋｍ未満

　片道３０ｋｍ以上３５ｋｍ未満

10,000円

　片道２５ｋｍ以上３５ｋｍ未満

賃貸世帯（28～32歳）

-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ ％ ）
（ 令 和 4 年 10 月 1 日 現 在 ）

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

父母等

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ ％ ）  -

なし

 -

国 の 制 度

 -

 -  -

6,500円配偶者配偶者

13,000円

区 分
一 般 行 政 職

父母等

　片道４０ｋｍ以上４５ｋｍ未満

住居手当

板 橋 区

6,000円

9,000円

賃貸世帯（   ～27歳）

通勤手当

勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の２分
の１の額を支給
　（ただし、加算限度額　２０，０００円）

　片道１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満 5,000円

　片道１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満

医 療 職
全 職 種

代 表 的 な 職 種

区 分

扶養手当

4,000円

子

17,600円

　片道３５ｋｍ以上 13,000円

6,000円

　片道１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満

7,000円

11,000円

　片道１５ｋｍ以上２０ｋｍ未満

借家・借間居住職員（家賃月額16,000円超）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最高 28,000円

賃貸世帯（33歳～   ） 8,300円

勤務地を異にする異動等に伴い特別料金等の２分
の１の額を支給
　（ただし、加算限度額　２０，０００円）

10,000円

4,200円

7,100円

　片道３５ｋｍ以上４０ｋｍ未満

12,900円

15,800円

18,700円

21,600円

2,000円

6,500円

加算 5,000円

　片道　５ｋｍ未満

　片道　５ｋｍ以上１０ｋｍ未満
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介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 
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給 与 費 明 細 書

１ 　一　般　職

（１）　総  括

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計

0               

前 年 度
(5)

12,819        0               2,565         

千円

本 年 度
(5)

12,957        0               2,592         15,549        4,047         19,596           

人 千円 千円 千円 千円 千円

15,384        4,551         19,935           

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

165            △504         △339            
0               

職 員 手 当 等 の 内 訳

通 勤 手 当 住 居 手 当
初 任 給
調 整 手 当

※ （　）内は短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職員分を含む。）

0               

比 較
(0)

138            0               27              

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 0             0             2,592       0             0             0             0             0                

0             0             0                

比 較 0             0             27           0             0             0             

前 年 度 0             0             2,565       0             0             

0             0                

本 年 度 0             0             0             0             0             

千円 千円 千円 千円 千円

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当 児 童 手 当
単 身 赴 任
手 当

管理職員特別
勤 務 手 当

千円 千円 千円

0                

0             0                

比 較 0             0             0             0             0             0             0             

前 年 度 0             0             0             0             0             0             

0             0             0                

- 432 -



ア　会計年度任用職員以外の職員

前 年 度

比 較

前 年 度

比 較

－           

千円

－              

※ （　）内は再任用短時間勤務職員数の外書きである。（給与費等の各経費には再任用短時間勤務職員分を含む。）

－              

－              

－              

－           －              

－           －           －           －           －           －           －           

－           －           －              

－           －           －           －           

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当 児 童 手 当

－           

本 年 度 －           －           －           －           －           

単 身 赴 任
手 当

管理職員特別
勤 務 手 当

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

－           －           －              

－           －           －           －           －           －           

－           －           －           －           －           

－           －              

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

本 年 度 －           －           －           －           －           －           －           －              

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

－              －              －                 

職 員 手 当 等 の 内 訳

－              －              －              

通 勤 手 当 住 居 手 当
初 任 給
調 整 手 当

比 較

－              －              －              －              －              －                 

千円

本 年 度 －              －              －              －              －              －                 

人 千円 千円 千円 千円 千円

前 年 度

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計
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イ　会計年度任用職員

0             

千円 千円 千円

0                

0             0                

比 較 0             0             0             0             0             0             0             

前 年 度 0             0             0             0             0             0             

0             

千円

0             0             0                

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分
特 殊 勤 務
手 当

時 間 外
勤 務 手 当

休 日 給
夜 勤 手 当

宿 日 直
手 当

退 職 手 当 児 童 手 当
単 身 赴 任
手 当

管理職員特別
勤 務 手 当

本 年 度 0             0             0             0             0             

千円千円 千円千円

0             0                

比 較 0             0             27           0             0             0             0             0                

前 年 度 0             0             2,565       0             0             0             

0                

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
管 理 職
手 当

通 勤 手 当 住 居 手 当
初 任 給
調 整 手 当

本 年 度 0             0             2,592       0             0             

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

※ （　）内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を
占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書きである。（給与費等の各経費には短時間勤務職
員分を含む。）

千円

0               

前 年 度
(5)

12,819        0               2,565         15,384        4,551         19,935           
0               

比 較
(0)

138            0               27              165            △504         △339            
0               

千円

本 年 度
(5)

12,957        0               2,592         15,549        4,047         19,596           

人 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　 分 職　 員　 数
給 与 費

共 済 費 合　　　　計
報　　　　酬 給　　　　料 職員手当等 計
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（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細

千円 千円 千円

職員手当等                 27会計年度任用職員の
単価の改定に伴う
増減分

区　　　　 分 増　　減　　額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

              27
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後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 
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東武東上線連続立体化事業特別会計 
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板 橋 区 土 地 開 発 公 社 の 千円

1 事 業 資 金 借 入 に 伴 う 金 融 機 関 ―――

に 対 す る 債 務 保 証

2 ―――
板 橋 区 土 地 開 発 公 社 か ら の
用 地 取 得 費

令 和 ５ 年 度 用 地 取 得 費 ――――

令 和 ５ 年 度 事 業 資 金 ９ 億 円
及 び 利 子 相 当 額

――――

債      務      負      担      行      為      調      書

事 項 限 度 額

令 和 ４ 年 度 末 ま で の

支 出 見 込 額

期 間 金 額
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千円 千円 千円 千円 千円

0 0 0

0 0 0 限 度 額 欄 に 同 じ

令和１０年度

限 度 額 欄 に 同 じ

令和１０年度

限 度 額 欄 に 同 じ

令和６年度
～

令和６年度
～ 限 度 額 欄 に 同 じ

令 和 ５ 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳

その他

支 出 予 定 額 特 定 財 源
一 般 財 源

金 額 国・都支出金 特別区債期 間
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議案第１１号 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和５年２月１４日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区職員定数条例（昭和５０年板橋区条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 区長の事務部局の職員             ３，２３９人 

  （うち２９９人は、福祉事務所の職員の定数とする。） 

 ⑵ 議会の事務部局の職員                １８人 

 ⑶ 教育委員会の事務部局の職員            ２０５人 

⑷ 教育委員会の所管に属する学校の職員        １１６人 

  （うち６人は、幼稚園教諭の定数とする。） 

 ⑸ 選挙管理委員会の事務部局の職員           １１人 

 ⑹ 監査委員の事務部局の職員              １１人 

   合 計                    ３，６００人 

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

職員の定数を改定する必要がある。 



 

1 

東京都板橋区職員定数条例 新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区職員定数条例 ○東京都板橋区職員定数条例 

昭和50年10月８日東京都板橋区条例第43号 昭和50年10月８日東京都板橋区条例第43号 

第１条 略 第１条 略 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 同右 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 区長の事務部局の職員 3,239人 (１) 区長の事務部局の職員 3,228人 

（うち299人は、福祉事務所の職員の定数とする。） （うち298人は、福祉事務所の職員の定数とする。） 

(２) 議会の事務部局の職員 18人 (２) 議会の事務部局の職員 18人 

(３) 教育委員会の事務部局の職員 205人 (３) 教育委員会の事務部局の職員 199人 

(４) 教育委員会の所管に属する学校の職員 116人 (４) 教育委員会の所管に属する学校の職員 120人 

（うち６人は、幼稚園教諭の定数とする。） （うち６人は、幼稚園教諭の定数とする。） 

(５) 選挙管理委員会の事務部局の職員 11人 (５) 選挙管理委員会の事務部局の職員 11人 

(６) 監査委員の事務部局の職員 11人 (６) 監査委員の事務部局の職員 11人 

合計 3,600人 合計 3,587人 

２・３ 略 ２・３ 略 

以下略 以下略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

東京都板橋区職員定数条例改正概要 

 
１ 改正理由及び改正内容 

行政需要の変化に対応しつつ、最少の経費で最大の効果を得るため、最小限の配置

で事務事業の目的を達成できるよう改正する。 

改正後職員定数（令和５年度） 改正前職員定数（令和４年度） 定数増減 

３，６００人 ３，５８７人 １３人 

 

２ 定数増減の内訳 

区分 人数      主な理由  

定数増 ５０人 

・自治体情報システムの標準化・共通化への対応 

・子ども家庭総合支援センター配置基準による増員 

及び相談件数への対応 

・大山、板橋、上板橋、高島平のまちづくり推進 

・障がい者の活躍推進 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進 

・包括的な相談支援体制の整備 

・その他 

８人 

 

５人 

４人 

３人 

１人 

１人 

２８人 

定数減 △３７人 

・業務の委託化 

・事務の見直し・効率化 

・その他 

△１６人 

△８人 

△１３人 

差引 １３人  
 

 

３ 事務部局ごとの定数 

部局 令和５年度 令和４年度 差引 

区長の事務部局 

 （うち福祉事務所） 

３，２３９人 

（２９９人） 

３，２２８人 

（２９８人） 

１１人 

（１人） 

教育委員会の事務部局 ２０５人 １９９人 ６人 

教育委員会の所管に属する学校 １１６人 １２０人 △４人 

その他の事務部局 ４０人 ４０人 ０人 

合計 ３，６００人 ３，５８７人 １３人 

 

４ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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議案第２０号 

    東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業   

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和５年２月１４日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業   

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年板橋区条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２２号中「第４３条第３項」を「第４３条第２項」に改める。 

   第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３

号」に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」

に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもの区分及び同項第３号」を「第１９条第２号及び第３号」に改める。 

   第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

  第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

める。 

  第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

  第１３条第４項第３号ア(ア)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条

第１号」に改め、同号ア(イ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第

第２号」に改め、同号イ(ア)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第

１号」に改め、同号イ(イ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２

号」に改める。 
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  第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改める。 

  第２６条を次のように改める。 

 第２６条 削除 

  第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改める。 

  第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に改める。 

  第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「

第１９条第３号」に改める。 

  第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１

９条第２号」に改める。 

  第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。 
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   付 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条の改

正規定は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 内閣府令の改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を改めるほか、所要の規定整備をする必要がある。 
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東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例 

○東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例 

平成26年10月23日東京都板橋区条例第27号 平成26年10月23日東京都板橋区条例第27号 

目次 略 目次 略 

第１条 略 第１条 略 

（定義） （定義） 

第２条 同右 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１)～(21) 略 (１)～(21) 略 

(22) 特定地域型保育事業 法第43条第２項に規定する特定地域型保育事

業をいう。 

(22) 特定地域型保育事業 法第43条第３項に規定する特定地域型保育事

業をいう。 

(23)～(28) 略 (23)～(28) 略 

第３条 略 第３条 略 

第４条 略 第４条 略 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に

応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定め

るものとする。ただし、法第19条   第３号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以

上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に

応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定め

るものとする。ただし、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及び満１歳以

上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(１) 認定こども園 法第19条   各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

(１) 認定こども園 法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

(２) 幼稚園 法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 (２) 幼稚園 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(３) 保育所 法第19条   第２号                 

 及び  第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(３) 保育所 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分

及び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

第５条 略 第５条 略 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
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第６条 略 第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条   第１号に掲げる小学

校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育又は保育に関す

る理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、

当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育又は保育に関す

る理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければ

ならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条   第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給

付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、利用の申込みに係る法第19条第１項第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給

付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４・５ 略 ４・５ 略 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、法第19条   第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施

設の利用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整

及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項にお

いて同じ。）は、法第19条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施

設の利用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市町村が行う調整

及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 
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（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・

保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、

子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項

の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第19条   各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量（法第20条第３項に

規定する保育必要量をいう。）等を確かめるものとする。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・

保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、

子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項

の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第19条第１項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量（法第20条第３項に

規定する保育必要量をいう。）等を確かめるものとする。 

第９条～第12条 略 第９条～第12条 略 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第13条 略 第13条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 同右 ４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・保

育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 同右 (３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 同右 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どもの

うち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞ

れ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

(ア) 法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 77,101円 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 77,101円 

(イ) 法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円） 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。） 57,700円（令第４条第２項第６号に規定

する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円） 
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イ 同右 イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どもの

うち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年か

ら第３学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が

同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に

該当するものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

(ア) 法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

(ア) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

(イ) 法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(イ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 略 ウ 略 

(４)・(５) 略  (４)・(５) 略 

５・６ 略 ５・６ 略 

第14条～第19条 略 第14条～第19条 略 

（運営規程） （運営規程） 

第20条 同右 第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（第23条において「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条   第１号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、

学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・保

育の提供を行わない日 

(４) 特定教育・保育の提供を行う日（法第19条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、

学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定教育・保

育の提供を行わない日 

(５)～(11) 略  (５)～(11) 略 

第21条～第25条 略 第21条～第25条 略 
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                （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第26条 削除                              

                                   

                                   

                                   

                                   

第26条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教

育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第47条第３項の規定により懲戒

に関しその教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置をとると

きは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

第27条～第34条 略 第27条～第34条 略 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）

が法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

第35条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同じ。）

が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第１

項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条   第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定

められた法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定

められた法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条

第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中

「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供し

ている施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「法

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第28条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条

第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中

「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供し

ている施設に限る。以下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「法
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第19条   第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19条   第２号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第２項中「法第

27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ

(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする。 

第19条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第２項中「法第

27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ

(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）

が法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１

項第２号に規定する基準を遵守しなければならない。 

第36条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同じ。）

が法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用教育を提供する場合には、法第34条第１

項第２号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条   第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定

められた法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定

められた法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第

２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利

用の申込みに係る法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子ども」と

あるのは「利用の申込みに係る法第19条   第２号に掲げる小学校就学

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７条第

２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利

用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と

あるのは「利用の申込みに係る法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学
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前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第13条第２項中「法

第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を除く。）」とする。 

前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第13条第２項中「法

第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を除く。）」とする。 

第37条 略 第37条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保

育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育

事業所」という。）ごとに、法第19条   第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇

用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内

保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども

（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体

の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもと

し、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組

合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定

する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）

及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条   第３号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない

小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定める

ものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保

育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育

事業所」という。）ごとに、法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇

用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内

保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども

（当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体

の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもと

し、共済組合等（児童福祉法第６条の３第12項第１号ハに規定する共済組

合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定

する共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。）

及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第１項第３号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない

小学校就学前子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定める

ものとする。 

第38条 略 第38条 略 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
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第39条 略 第39条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条   第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

第40条～第50条 略 第40条～第50条 略 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条   第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条   第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１

項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第19条   第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条

第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１

項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条

第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付

費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、こ

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例地域型保育給付

費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、こ
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の章（第40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで

（第10条及び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第

33条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場

合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条   第３号

に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条 

   第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」

とあるのは「法第19条   第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対

象となる法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」と

あるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域

型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるの

は「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19

条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中

「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号

の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13

条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条

第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

の章（第40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで

（第10条及び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第

33条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場

合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」

とあるのは「法第19条第１項第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対

象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」と

あるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域

型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な

方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるの

は「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中

「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号

の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13

条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条

第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条   第２号に掲げる小学校就学第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学
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前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第46条第１項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条   第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の

対象となる法第19条   第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定によ

り定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特

定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の

対象となる法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定によ

り定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の

規定を適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育

の対象となる法第19条   第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）

に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対

象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育

認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子ども

をいう。）に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に

要する費用」とする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の

規定を適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育

の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）

に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対

象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育

認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子ども

をいう。）に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に

要する費用」とする。 

以下略 以下略 
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東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例等改正概要 

 

 

１ 改正する条例 

 ⑴ 東京都板橋区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める
条例 

 ⑵ 東京都板橋区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営
に関する基準を定める条例 

 ⑶ 東京都板橋区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する
基準を定める条例 

⑷ 東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例 

 ⑸ 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例 

 ⑹ 東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例 

 

２ 改正理由 

  基準府省令が改正されたことに伴い、これらに準拠して定める条例
の規定を改めるほか、所要の規定整備をする必要がある。 

 

３ 改正概要 

⑴ 他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準 

各施設が他の社会福祉施設等を併せて設置する場合であって、そ

の行う保育に支障がないときは、当該各施設の設備及び職員の一部

を当該社会福祉施設等の設備及び職員として兼ねさせることができ

る旨を規定する（１－⑴及び⑷の条例）。 

⑵ 懲戒に係る規定の削除 

基準府省令において、利用者に対する懲戒に係る規定が削除され

たことに伴い、各条例においても当該規定を削除する（１－⑴から

⑸までの条例）。 

⑶ 衛生管理等 

各施設は、感染症等が発生し、又はまん延しないように、職員に

対し、研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない

旨を規定する（１－⑴、⑷及び⑹の条例）。 

⑷ 安全計画の策定等 

各施設は、利用者の安全の確保を図るため、各施設での生活その

他各施設における安全に関する事項についての計画を策定し、当該

計画に従い必要な措置を講じなければならない旨を規定する（１－

⑴から⑷まで及び⑹の条例）。 

⑸ 自動車を運行する場合の所在の確認 

  ア 各施設は、利用者の施設外での活動、取組等のための移動のた
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めに自動車を運行する場合、利用者の乗降車の際には、点呼等の

方法により、利用者の所在確認をしなければならない旨を規定す

る（１－⑴から⑷まで及び⑹の条例）。 

  イ 各施設は、利用者の送迎を目的とした自動車を日常的に運行す

る場合、当該自動車にブザー等の装置を備え、これを用いて所在

の確認（利用者の降車の際に限る。）を行わなければならない旨

を規定する（１－⑴、⑵及び⑷の条例）。 

⑹ 業務継続計画の策定等 

各施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対す

る支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の

業務再開を図るための計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を

講じるよう努めなければならない旨を規定する（１－⑴及び⑹の条

例）。 

⑺ 職員（福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援セン

ター） 

福祉型児童発達支援センター及び医療型児童発達支援センターは、

保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定 

こども園に入園している児童とこれらの施設に入所している障がい 

児を交流させるときは、障がい児の支援に支障がない場合に限り、 

障がい児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保 

育に併せて従事させることができる旨を規定する（１－⑴の条例）。 

⑻ 所要の規定整備 

 

４ 施行期日 

 ⑴ ３－⑵及び⑻の一部について 公布の日 

⑵ ３－⑵以外及び⑻の一部について 令和５年４月１日 
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議案第２１号 

東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和５年２月１４日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２７年板橋区条例第１９号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図る

ため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事

業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、

取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健

全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知

するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者

との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内

容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、
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必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、 

 取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行する

ときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を

確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなけ

ればならない。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業 

所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援 

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再 

開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ 

ればならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について

周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努め

なければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

  第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第

６条の２の規定の適用については、同条第１項中「講じなければ」と
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あるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中「実施しなけ

れば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「

周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 

 

（提案理由） 

厚生労働省令の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の運営に関する

基準を改める必要がある。 



73 

東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

 

 新 旧 

○東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

○東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

平成27年３月13日東京都板橋区条例第19号 平成27年３月13日東京都板橋区条例第19号 

第１条～第６条 略 第１条～第６条 略 

（安全計画の策定等）   

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備

の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた

放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関す

る指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安

全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

本条追加 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知する 

とともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。 

 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要 

に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

 

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取 

組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するとき

は、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把

握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

本条追加 

第７条～第12条 略 第７条～第12条 略 

（業務継続計画の策定等）  
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 新 旧 

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

本条追加 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知 

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければ

ならない。 

 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、 

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第13条 略 第13条 略 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずる   

                                  

                    よう努めなければならない。 

３ 略 ３ 略 

以下略 以下略 
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議案第２３号 

東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例の一部を

改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和５年２月１４日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例の一部を

改正する条例 

 東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例（平成２７年板橋区

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

子ども・子育て支援法の改正に伴い、所要の規定整備をする必要があ

る。 
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東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例 新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例 ○東京都板橋区幼稚園等の保育料の額を定める条例 

平成27年３月13日東京都板橋区条例第27号 平成27年３月13日東京都板橋区条例第27号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、東京都板橋区における幼稚園等（子ども・子育て支援

法（平成24年法律第65号）第27条第１項の規定により区長が確認した同法

第７条第４項に規定する幼稚園及び認定こども園をいう。以下同じ。）の

保育料（同法第20条第４項の規定による教育・保育給付認定を受けた同法

第19条   第１号に規定する小学校就学前子どもに係る保育料をいう。

以下同じ。）の額を定めるものとする。 

第１条 この条例は、東京都板橋区における幼稚園等（子ども・子育て支援

法（平成24年法律第65号）第27条第１項の規定により区長が確認した同法

第７条第４項に規定する幼稚園及び認定こども園をいう。以下同じ。）の

保育料（同法第20条第４項の規定による教育・保育給付認定を受けた同法

第19条第１項第１号に規定する小学校就学前子どもに係る保育料をいう。

以下同じ。）の額を定めるものとする。 

以下略 以下略 

 


